
（第９面）

８　認証紛争解決手続の状況

　 (1)　認証紛争解決手続の実施状況

　　　ア　認証紛争解決手続の受付件数（当期の状況）

（単位：件）

注．「新受」には、当期に受け付けた認証紛争解決手続の件数をすべて計上すること。

　　　イ　認証紛争解決手続の類型別の内訳件数（当期の既済事件）

（単位：件）

注．「類型」には、認証紛争解決手続を実施した紛争の種類をそれぞれ記載すること。

受 付 事 件 内 訳

新　受 既　済 未　済

類型

価　　　　額　　　　の　　　　別

60万円以下
60万円超－0
140万円以下

140万円超－
300万円以下

300万円超－0
1000万円以下

1000万円超－
１億円以下○

１億円超
算定不能
又は不明

計

計

類型
当　　事　　者　　の　　別 代理人（法定代理人を除く。）の別

双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計

その他 小計 不応諾 計（うち）特定和解の
成立

類型
終　　了　　事　　由　　の　　別

訴 訟 手 続 が
中止されたもの

成立
見込みなし 双方の離脱 一方の離脱

計

計
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　　　ウ　認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数（当期の既済事件） （単位：人）

注１．「類型」には、認証紛争解決手続を実施した紛争の種類をそれぞれ記載すること。

　２．手続実施者の職業ごとに整理した上、各類型ごとの件数を記載すること。

　３．複数の手続実施者を選任した場合は、その職業ごとに記載すること。

　　　エ　認証紛争解決手続（不応諾を除く。）の所要期間等（当期の既済事件）

(ｱ) 面談型（ウェブ会議等を使用した場合を含む。）

注１．「ウェブ会議等」は、ウェブ会議又はテレビ会議をいう。

注２．紛争解決手続としてチャットを使用した場合は(イ)に記載すること。

（単位：件） （単位：件）

（単位：件）

類型
手　　続　　実　　施　　者　　の　　別

計

所 要 期 間 件 数 所要回数 件 数

　２週間未満 ０回

計

　２月以上－３月未満 ３回

　３月以上－６月未満 ４回

　２週間以上－１月未満 １回

　１月以上－２月未満 ２回

　２年以上 11回以上

計 計

　６月以上－１年未満 ５回

　１年以上－２年未満 ６－10回

　面談（対面のみ）

件数
面談以外の手続実施方法

電話 電子メール 文書の送付 その他

　面談（ウェブ会議等のみ）

　面談（対面・ウェブ会議等併用）

　面談以外の方法のみ

計
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(ｲ) チャット型（面談を併用している場合を含む。）

（単位：件）

（単位：件）

　　　オ　認証紛争解決手続の報酬等の総額（当期の状況）

（単位：千円）

　 (2)　申し立てられた苦情の件数（当期の状況） （単位：件）

注．苦情の対象類型ごとに整理した上、各類型ごとの苦情件数を記載すること。

　

所 要 期 間 件 数

  ２週間未満

　２週間以上－１月未満

　６月以上－１年未満

　１年以上－２年未満

  ２年以上

　１月以上－２月未満

　２月以上－３月未満

　３月以上－６月未満

　チャット（面談併用）

計

件数
チャット・面談以外の手続実施方法

電話 電子メール 文書の送付 その他

計

　チャット（面談なし）

報 酬 ・ 費 用

報酬額 費用額 計

類 型 件 数

認証紛争解決事業者の窓口業務に関するもの

手 続 実 施 者 の 選 任 の 方 法 に 関 す る も の

計

報 酬 ・ 費 用 に 関 す る も の

認 証 紛 争 解 決 手 続 の 結 果 に 関 す る も の

そ の 他

手 続 実 施 者 の 資 質 ・ 能 力 に 関 す る も の

認 証 紛 争 解 決 手 続 の 進 行 に 関 す る も の

資料の保管・返還、秘密の保持に関するもの


